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令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

第
五
百
七
十
五
号

増

刊

①

　
　
　
　
条
　
　
　
例
（
第
十
九
号

・

第
二
十
号
）

○
福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
議
会
事
務
局
総
務
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　

る
条
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
議
会
事
務
局
調
査
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
条
例
第
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　

条
例

　

福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福
岡
県
条
例
第

三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
宿
泊
料
（
」
を
「
宿
泊
費
及
び
宿
泊
手
当
の
う
ち
、
」
に
改
め
、
「
と
す
る
。

）
」
を
削
る
。

　

同
条
第
三
項
中
「
旅
行
日
数
に
応
じ
て
一
日
に
つ
き
三
千
円
の
定
額
に
よ
る
旅
費
及
び
一
夜
に
つ
き

一
万
三
千
三
百
円
の
宿
泊
料
又
は
三
千
円
の
食
卓
料
の
ほ
か
、
特
別
職
給
与
等
条
例
別
表
第
三
の
一
に

規
定
す
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
車
賃
」
を
「
特
別
職
給
与
等
条
例
別
表
第
三
の
一
に
規
定
す

る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
車
賃
並
び
に
同
表
の
二
に
規
定
す
る
宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
宿
泊

手
当
及
び
旅
行
雑
費
の
う
ち
、
議
長
及
び
副
議
長
に
あ
つ
て
は
知
事　

副
知
事
の
項
に
掲
げ
る
額
、
議

員
に
あ
つ
て
は
そ
の
他
の
特
別
職
の
項
に
掲
げ
る
額
」
に
改
め
る
。

　

同
条
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六

項
を
第
五
項
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

改
正
後
の
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
費
用
弁
償
に
よ
り
旅
行
す
る
こ
と
が

困
難
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡

県
条
例
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
実
費
弁
償
の
原

則
に
の
つ
と
り
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

福
岡
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
条
例
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

福
岡
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
項
中
「
。
以
下
」
を
「
。
第
二
十
条
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
以
下
」

を
「
第
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
五
項
中
「
及
び
第
二
十
九
条
」
を
削
り
、
同
項
の
表
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
項

中
「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第

目

次

条
　
　
　
例
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二
項
第
一
号
イ
中
「
又
は
報
酬
、
福
利
厚
生
」
を
「
若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は
福
利
厚
生
」
に
、
「
そ

の
他
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
議
会
の
保
有
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
及
び

「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

　

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

　

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。

　

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八

条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

　

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。

　

第
四
十
七
条
中
「
第
四
章
」
を
「
前
章
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
八
条
中
「
特
定
」
の
下
に
「
に
資
す
る
情
報
の
提
供
」
を
加
え
る
。

　

第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
規
定
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一　

第
二
条
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
十
項
の
改
正
規
定
（
「
以
下
」
を
「
第
十
二
条
第
五
項

に
お
い
て
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
二
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
及
び
第
二
十
九

条
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
二
項
第

一
号
イ
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
三
項
、
第
三

十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
並
び
に
第
四
十
八
条
の
改
正

規
定　

公
布
の
日

　

二　

第
二
条
第
十
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
第
十
二
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
同
項
の
表
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中

「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）　

令
和
七
年
四
月
一
日

　

三　

第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
五
条
ま
で
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定　

令
和
七
年
六
月
一
日

　

（
経
過
措
置
）

２　

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。


